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               令 和 元 年 ５ 月 ２ ４ 日 

北 海 道 開 発 局 

報 道 機 関 各 社 殿               北 海 道 

札 幌 管 区 気 象 台 
 

指定河川洪水予報及び土砂災害警戒情報への 

警戒レベルの追記について 
 

 

 
 

北海道開発局各開発建設部と札幌管区気象台・各地方気象台、北海道空知総合振興局と札幌管

区気象台は、洪水により重大な損害を生ずる河川について、共同で指定河川洪水予報を発表して

います。また、北海道各（総合）振興局と札幌管区気象台・各地方気象台は、大雨による土砂災

害発生の危険度が高まったときに、共同で土砂災害警戒情報を発表しています。 

今般、内閣府において、「避難勧告等に関するガイドライン」が改定され、様々な防災気象情

報と警戒レベルとの関係を明確化し、住民の主体的な行動を促すことが示されました。 

これに伴い、下記のとおり指定河川洪水予報及び土砂災害警戒情報に警戒レベルを追記して発

表することとしましたのでお知らせします。 
 

記 
 

１．運用開始日時 

令和元年５月２９日１３時 
 

２．警戒レベルの記載例 

別紙のとおり 
 

※警戒レベルとは、住民等が情報の意味を直感的に理解できるよう、防災情報を５段階の 

警戒レベルにより提供し、とるべき行動の対応を明確化したもの（参考資料参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

北海道開発局、北海道及び札幌管区気象台は、指定河川洪水予報及び土砂災害警戒情報と警

戒レベル※の関連を明確化し、住民の自主的な避難判断を支援するため、参考となる警戒レベル

を令和元年５月２９日から追記して発表します。 

【問合せ先】 

 

 

 

 

 

 

 

北海道 札幌管区気象台 

＜指定河川洪水予報に関すること＞ 

 北海道開発局建設部河川管理課 大束、入交 

  電話 011-709-2311（内線 5322、5529） 

 北海道建設部建設政策局維持管理防災課 伊藤 

  電話 011-231-4111（内線 29-342） 

 札幌管区気象台気象防災部予報課 青山 

  電話 011-611-6124（内線 435） 

＜土砂災害警戒情報に関すること＞ 

 北海道建設部土木局河川砂防課 吉田 

  電話 011-231-4111（内線 29-404） 

 札幌管区気象台気象防災部予報課 青山 

  電話 011-611-6124（内線 435） 
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別紙 

 

１ 警戒レベルを追記した指定河川洪水予報の例 

（１）北海道開発局各開発建設部と札幌管区気象台・各地方気象台の共同発表の例 

 

 

 

 

  

見出しの冒頭に【警戒レベル〇
相当情報［洪水］】を追記 

主文の冒頭に【警戒レベル〇相当】を追記 

9



 

（２）北海道空知総合振興局と札幌管区気象台の共同発表の例 

 

 

  

見出しの冒頭に【警戒レベル〇
相当情報［洪水］】を追記 

主文の冒頭に【警戒レベル〇相当】を追記 

10



 

２ 警戒レベルを追記した土砂災害警戒情報の例 

北海道各（総合）振興局と札幌管区気象台・各地方気象台の共同発表の例 

 

 

 令和 X 年 X 月 X 日 X 時 X 分 

警戒文の＜取るべき措置＞に【警戒レベ
ル４相当情報［土砂災害］】を追記 
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1

関
係
機
関
と連
携
して
、土
砂
災
害
警
戒
情
報
や
指
定
河
川
洪
水
予
報
、気
象
警
報
等
の各
防
災
気
象
情
報

につ
いて
、警
戒
レベ
ルと
の対
応
付
けを
明
確
にし
て分
かり
や
す
く発
表
。

対
応
３
関
係
機
関
と連
携
した
避
難
行
動
につ
な
が
るシ
ンプ
ルな
情
報
提
供
の
検
討
の
推
進
(2
)

※
３
大
雨
特
別
警
報
は、
洪
水
や
土
砂
災
害
の
発
生
情
報
では
な
い
もの
の、
災
害
が既
に発
生
して
い
る蓋
然
性
が極
めて
高
い
情
報
とし
て、
警
戒
レベ
ル
５
相
当
情
報
［
洪
水
］
や警
戒
レベ
ル５
相
当
情
報
［
土
砂
災
害
］
とし
て運
用
する
。

ただ
し、
市
町
村
長
は
警
戒
レベ
ル
５
の災
害
発
生
情
報
の
発
令
基
準
とし
ては
用
いな
い
。

※
４
「極
め
て危
険
」に
つい
ては
、現
行
では
避
難
指
示
（
緊
急
）
の発
令
を判
断
する
ため
の情
報
であ
るが
、今
後
、技
術
的
な改
善
を進
め
た段
階
で
、警
戒
レベ
ル
への
位
置
付
けを
改
め
て検
討
す
る。

注
）
市
町
村
が
発
令
する
避
難
勧
告
等
は
、市
町
村
が総
合
的
に判
断
して
発
令
する
もの
であ
るこ
とか
ら、
市
町
村
の避
難
勧
告
等
の発
令
に資
す
る情
報
が
出
され
たと
して
も発
令
され
な
い
こと
があ
る。

注
）
土
砂
災
害
警
戒
判
定
メッ
シ
ュ情
報
（
大
雨
警
報
（
土
砂
災
害
）
の
危
険
度
分
布
）
、都
道
府
県
が提
供
す
る土
砂
災
害
危
険
度
をよ
り詳
しく
示
した
情
報
をま
とめ
て「
土
砂
災
害
に関
す
るメ
ッシ
ュ情
報
」と
呼
ぶ
。

様
々
な
防
災
情
報
の
うち
、
避
難
勧
告
等
の
発
令
基
準
に
活
用
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
警
戒
レ
ベ
ル
相
当

情
報
とし
て、
警
戒
レベ
ル
との
関
連
を明
確
化
して
伝
える
こと
によ
り、
住
民
の
主
体
的
な
行
動
を促
す
。

（
例
）
氾
濫
危
険
情
報
：
警
戒
レベ
ル
４
相
当
情
報
［
洪
水
］

警
戒
レベ
ル

住
民
が

取
る
べ
き
行
動

住
民
に
行
動
を
促
す
情
報

住
民
が
自
ら行
動
を
とる
際
の
判
断
に
参
考
とな
る情
報

（
警
戒
レベ
ル
相
当
情
報
）

避
難
情
報
等

洪
水
に
関
す
る情
報

土
砂
災
害
に
関
す
る情
報

水
位
情
報
が

あ
る場
合

水
位
情
報
が

な
い
場
合

警
戒
レベ
ル
５

既
に
災
害
が
発
生
して
い
る

状
況
で
あ
り、
命
を
守
る
た
め

の
最
善
の
行
動
を
とる
。

災
害
発
生
情
報
※
１

※
１
可
能
な
範
囲
で
発
令

氾
濫
発
生
情
報

（
大
雨
特
別
警
報

（
浸
水
害
）
）
※
３

（
大
雨
特
別
警
報
（
土
砂
災

害
）
）
※
３

警
戒
レベ
ル
４

・指
定
緊
急
避
難
場
所
等
へ

の
立
退
き
避
難
を
基
本
とす
る

避
難
行
動
を
とる
。

・災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が

極
め
て
高
い
状
況
等
とな
って

お
り、
緊
急
に
避
難
す
る
。

・避
難
勧
告

・避
難
指
示
（
緊
急
）
※
２

※
２
緊
急
的
又
は
重
ね
て
避
難
を
促
す

場
合
に
発
令

氾
濫
危
険
情
報

・洪
水
警
報
の
危
険

度
分
布
（
非
常
に

危
険
）

・土
砂
災
害
警
戒
情
報

・土
砂
災
害
に
関
す
る
メッ
シ
ュ情
報

（
非
常
に
危
険
）

・土
砂
災
害
に
関
す
る
メッ
シ
ュ情
報

（
極
め
て
危
険
）
※
４

警
戒
レベ
ル
３

高
齢
者
等
は
立
退
き
避
難
す

る
。
そ
の
他
の
者
は
立
退
き
避
難

の
準
備
を
し、
自
発
的
に
避

難
す
る
。

避
難
準
備
・高
齢
者
等
避
難
開
始

氾
濫
警
戒
情
報

・洪
水
警
報

・洪
水
警
報
の
危
険

度
分
布
（
警
戒
）

・大
雨
警
報
（
土
砂
災
害
）

・土
砂
災
害
に
関
す
る
メッ
シ
ュ情
報

（
警
戒
）

警
戒
レベ
ル
２

避
難
に
備
え
自
らの
避
難
行

動
を
確
認
す
る
。

洪
水
注
意
報

大
雨
注
意
報

氾
濫
注
意
情
報

・洪
水
警
報
の
危
険

度
分
布
（
注
意
）

・土
砂
災
害
に
関
す
る
メッ
シ
ュ情
報

（
注
意
）

警
戒
レベ
ル
１

災
害
へ
の
心
構
え
を
高
め
る
。

警
報
級
の
可
能
性

※
平
成

31
年
出
水
期
から
「早
期
注
意
情
報
」と
名
称
変
更

参
考
資
料

土
砂
災
害
警
戒
情
報

指
定
河
川
洪
水
予
報

※
H3
1.
3.
29
気
象
庁
報
道
発
表
「防
災
気
象
情
報
の
伝
え
方
の
改
善
策
と推
進
す
べ
き
取
組
に
つ
い
て
」資
料
か
ら抜
粋
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気象庁

札幌管区気象台
Sapporo Regional Headquarters

Japan Meteorological Agency

危険度分布の活用について

気象庁

札幌管区気象台
Sapporo Regional Headquarters

Japan Meteorological Agency

氾濫型の内水氾濫

。短時間強雨等により雨水の排水能力が追いつかず発生する浸水。
河川周辺地域とは異なる場所でも発生する。

下水道・側溝から水が溢れる
低地の浸水、住家の浸水

アンダーパス冠水 地下室浸水

大雨警報（浸水害）の危険度分布

1

大雨警報（浸水害）の危険度分布 対象災害
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気象庁

札幌管区気象台
Sapporo Regional Headquarters

Japan Meteorological Agency

2

地中に水がしみこみやすい山地や
水はけのよい傾斜地では雨水が
たまりにくい。

アスファルトに覆われた都市部や
平坦で水はけの悪い場所では
雨水がたまりやすい。

大雨警報（浸水害）の危険度分布は、表面雨量指数基準をもとに
色分けを行っている。

表面雨量指数は短時間強雨による浸水リスクの高まりを把握するため
の指標であり、降った雨が地表面にどれだけたまっているかを、地面の被覆
状況や地質、地形勾配などを考慮して計算を行っている。

大雨警報（浸水害）の危険度分布 計算概要

気象庁

札幌管区気象台
Sapporo Regional Headquarters

Japan Meteorological Agency

色 判断基準
表示条件（危険の切迫度）

大雨警報(浸水害)の
危険度分布

濃い紫 すでに
基準Ⅲに到達した場合

薄い紫
↑基準Ⅲ
警報基準を大きく超過した基準

1時間先までに
基準Ⅲに到達すると予測される場合

赤
↑基準Ⅱ
警報基準

1時間先までに
基準Ⅱに到達すると予測される場合

黄
↑基準Ⅰ
注意報基準 1時間先までに

基準Ⅰに到達すると予測される場合

－ 1時間先までに
基準Ⅰに到達しないと予測される場合

実況と予測

予測

実況

実況と予測

実況と予測

予測精度の観点から1時間先までの予測値を用いている。
避難行動（主に垂直避難）に要する時間は1時間で十分。

大雨警報（浸水害）の危険度分布 色分け

3
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気象庁

札幌管区気象台
Sapporo Regional Headquarters

Japan Meteorological Agency

4

〈被害状況抜粋〉
小樽市などで商業施設の浸水や道路冠水が発生

浸水害発生時の危険度分布
（2017年7月16日の災害事例）

気象庁

札幌管区気象台
Sapporo Regional Headquarters

Japan Meteorological Agency

河川の増水に起因

湛水型の内水氾濫 外水氾濫
。河川周辺の雨水が河川の水位が高くなったため排水できずに発生。 。河川水位が上昇し、堤防を越えたり破堤して堤防から水が溢れ出す。

5

洪水警報の危険度分布

洪水警報の危険度分布 対象災害
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気象庁

札幌管区気象台
Sapporo Regional Headquarters

Japan Meteorological Agency

6

任意地点 洪水危険度
流域雨量指数※

任意地点（1km格子）の洪水危険度

流下過程

流出過程

流下過程
河川流路に沿った水の流れを計算

流下過程
河川流路に沿った水の流れを計算

流出過程
河川に流出する水量を計算

流出過程
河川に流出する水量を計算

国土数値情報
傾斜・土地利用・地質・・・

雨量を入力
解析雨量・降水短時間予報等

※ 上記計算から河川の流量に相当する値が算出されるが、
その平方根を流域雨量指数としている。

洪水警報の危険度分布 計算概要

洪水警報の危険度分布は、流域雨量指数基準をもとに色分けを行っ
ている。

流域雨量指数は河川の上流域に降った雨により、下流の地点における
洪水リスクの高まりを把握するための指数であり、降った雨が地表面や地
中を通って河川に流れ出し、河川に沿って流れ下る量を数値化したもの。

気象庁

札幌管区気象台
Sapporo Regional Headquarters

Japan Meteorological Agency

予測精度の観点から3時間先までの予測値を用いている。
避難行動（立退き避難など）に要する時間は3時間で十分。

色 判断基準
表示条件（危険の切迫度）

洪水警報の
危険度分布

濃い紫 すでに
基準Ⅲに到達した場合

薄い紫
↑基準Ⅲ
警報基準を大きく超過した基準

3時間先までに
基準Ⅲに到達すると予測される場合

赤
↑基準Ⅱ
警報基準

3時間先までに
基準Ⅱに到達すると予測される場合

黄
↑基準Ⅰ
注意報基準 3時間先までに

基準Ⅰに到達すると予測される場合

－ 3時間先までに
基準Ⅰに到達しないと予測される場合

実況と予測

予測

実況

実況と予測

実況と予測

洪水警報の危険度分布 色分け

7
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気象庁

札幌管区気象台
Sapporo Regional Headquarters

Japan Meteorological Agency

8

13時00分 尻別川氾濫注意情報発表
中小河川の危険度と尻別川の洪水予報発表状況を確認することができる。

洪水予報発表時の危険度分布
（2018年7月5日の事例）

気象庁

札幌管区気象台
Sapporo Regional Headquarters

Japan Meteorological Agency

警戒レベル
住民が

とるべき行動

住民に行動を促す情報
住民が自ら行動をとる際の判断に参考となる情報

（警戒レベル相当情報）

避難情報等

洪水に関する情報

土砂災害に関する情報水位情報が
ある場合

水位情報が
ない場合

警戒レベル５ 命を守る最善の行動 災害発生情報※１

※１可能な範囲で発令
氾濫発生情報 （大雨特別警報（浸

水害））※３
（大雨特別警報（土砂災害））※３

警戒レベル４ 避難 ・避難勧告

・避難指示（緊急）※２

※２緊急的又は重ねて避難を促す場
合に発令

氾濫危険情報 ・洪水警報の危険度
分布（非常に危
険）

・土砂災害警戒情報

・土砂災害に関するメッシュ情報
（非常に危険）

・土砂災害に関するメッシュ情報
（極めて危険）※４

警戒レベル３ 高齢者等は避難
他の住民は準備

避難準備・高齢者等避難開始 氾濫警戒情報 ・洪水警報

・洪水警報の危険度
分布（警戒）

・大雨警報（土砂災害）

・土砂災害に関するメッシュ情報
（警戒）

警戒レベル２ 避難行動の確認 洪水注意報
大雨注意報

氾濫注意情報 ・洪水警報の危険度
分布（注意）

・土砂災害に関するメッシュ情報
（注意）

警戒レベル１ 災害への心構えを高める 警報級の可能性
※令和元年出水期から「早期注意情報」と名称変更

※３ 大雨特別警報は、洪水や土砂災害の発生情報ではないものの、災害が既に発生している蓋然性が極めて高い情報として、警戒レベル５相当情報［洪水］や警戒レベル５相当情報［土砂災害］として運用す
る。ただし、市町村長は警戒レベル５の災害発生情報の発令基準としては用いない。
※４ 「極めて危険」については、現行では避難指示（緊急）の発令を判断するための情報であるが、今後、技術的な改善を進めた段階で、警戒レベルへの位置付けを改めて検討する。
注）市町村が発令する避難勧告等は、市町村が総合的に判断して発令するものであることから、市町村の避難勧告等の発令に資する情報が出されたとしても発令されないことがある。
注）本ガイドラインでは、土砂災害警戒判定メッシュ情報（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）、都道府県が提供する土砂災害危険度をより詳しく示した情報をまとめて「土砂災害に関するメッシュ情報」と呼ぶ。

様々な防災情報のうち、避難勧告等の発令基準に活用する情報について、警戒レベル相当情報とし
て、警戒レベルとの関連を明確化して伝えることにより、住民の主体的な行動を促す。

（例）氾濫危険情報：警戒レベル４相当情報［洪水］

市町村が発令

気象台が発表

避難勧告等に関するガイドライン（平成31年３月）改定

警戒レベル相当情報～防災気象情報と警戒レベル～
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気象庁

札幌管区気象台
Sapporo Regional Headquarters

Japan Meteorological Agency

10

洪水警報の危険度分布 避難判断への活用

区分 発令基準の基準設定例
【警戒レベル３】
避難準備・高齢者等
避難開始

１：A川のB水位観測所の水位が避難判断水位（レベル３水位）である〇〇mに到達した
場合
２：A川のB水位観測所の水位が一定の水位（〇〇m）を越えた状態で、次の①～③のい
ずれかにより、急激な水位上昇のおそれがある場合
①B地点上流の水位観測所の水位が急激に上昇している場合
②A川の洪水警報の危険度分布で「警戒」（赤）が出現した場合（流域雨量指数の予測
値が洪水警報基準に到達する場合）
③B地点上流で大量又は強い降雨が見込まれる場合
３：軽微な漏水・浸水等が発見された場合
４：避難準備・高齢者等避難開始の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、夜
間から明け方に接近・通過することが予想される場合

【警戒レベル４】
避難勧告、
避難指示（緊急）

１：A川のB水位観測所の水位が氾濫危険水位（レベル４水位）である〇〇mに到達した
場合
２：A川のB水位観測所の水位が一定の水位（〇〇m）を越えた状態で、次の①～③のい
ずれかにより、急激な水位上昇のおそれがある場合
①B地点上流の水位観測所の水位が急激に上昇している場合
②A川の洪水警報の危険度分布で「非常に危険」（うす紫）が出現した場合（流域雨量
指数の予測値が洪水警報基準を大きく超過する場合）
③B地点上流で大量又は強い降雨が見込まれる場合
３：異常な漏水・浸水等が発見された場合
４：避難勧告の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、夜間から明け方に接近・
通過することが予想される場合 （避難指示（緊急）の記述は省略）

水位周知河川

※内閣府 避難勧告等に関するガイドライン（発令基準・防災体制編）H31.3 P27から抜粋
※内閣府 避難勧告等に関するガイドライン（発令基準・防災体制編）H29.1からの変更点を赤字で示す

気象庁

札幌管区気象台
Sapporo Regional Headquarters

Japan Meteorological Agency

11

洪水警報の危険度分布 避難判断への活用

区分 発令基準の設定例
【警戒レベル３】
避難準備・高齢者等
避難開始

１：A川のB水位観測所の水位が一定の水位（〇〇m）に到達し、次の①～③のい
ずれかにより、引き続き水位上昇のおそれがある場合
①B地点上流の水位観測所の水位が上昇している場合
②A川の洪水警報の危険度分布で「警戒」（赤）が出現した場合（流域雨量指数
の予測値が洪水警報基準に到達する場合）
③B地点上流で大量又は強い降雨が見込まれる場合
２：軽微な漏水・浸水等が発見された場合
３：避難準備・高齢者等避難開始の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等
が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合

【警戒レベル４】
避難勧告、
避難指示（緊急）

１：A川のB水位観測所の水位が一定の水位（〇〇m）に到達し、次の①～③のい
ずれかにより、引き続き水位上昇のおそれがある場合
①B地点上流の水位観測所の水位が上昇している場合
②A川の洪水警報の危険度分布で「非常に危険」（うす紫）が出現した場合（流域
雨量指数の予測値が洪水警報基準を大きく超過する場合）
③B地点上流で大量又は強い降雨が見込まれる場合
２：異常な漏水・浸水等が発見された場合
３：避難勧告の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、夜間から明け方に
接近・通過することが予想される場合 （避難指示（緊急）の記述は省略）

その他河川等

※内閣府 避難勧告等に関するガイドライン（発令基準・防災体制編）H31.3 P27から抜粋
※内閣府 避難勧告等に関するガイドライン（発令基準・防災体制編）H29.1からの変更点を赤字で示す
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河川管理者

■指定河川洪水予報
※水防法第13条4項に基づく伝達

■現在の水位状況
・避難判断水位超過
・氾濫危険水位超過

■水位変化と今後の見込み
・氾濫危険水位を超える恐れ
・越水する恐れ

■想定危険箇所と想定被害
・氾濫した場合の想定浸水区域

■類似した過去の洪水

■上下流の状況（水防活動など）
・被災状況 ・水防活動状況
・排水ポンプ車の運転状況

◆平成１６年の災害：過去最大の１０個の台風が日本に上陸し、各地で浸水被害が発生
＜災害の特徴と課題＞
〇これまでの記録を超える降雨量を各地で観測。
→自然の外力は施設能力を超える可能性が常にあることを踏まえた備えが必要
〇避難勧告の発令等の遅れ、発令されても避難しない住民が多数。
→住民や自治体の災害経験が減少し、危機意識も低下している現代社会においても、
災害時に的確な認識や行動がなされるような仕組みが必要

◆平成１７年４月 「総合的な豪雨災害対策の推進について（提言）」
（社会資本整備審議会河川分科会豪雨災害対策総合政策委員会）

Ⅲ 具体的施策
３ 的確な判断・行動を実現するための防災情報の提供の充実
（１）緊急時の防災情報を送り手情報から受け手情報への転換
③市町村等への支援体制の確立

避難勧告等の発令にあたり緊急時に市町村長が行う状況判断に役立つよう、各種
情報についての解説、今後の見通し等を河川管理者等から直接市町村長に助言する
仕組みを構築する。

◆平成１７年４月 国管理河川において「ホットラ
イン」（河川事務所長から市町村長へ、直接河川
の状況を伝達）開始（一般化）

◆平成２１年４月 出水期前に情報提供しておく
こと、出水時のホットラインによって情報提供す
ることを整理（事務連絡「平常時における関係市
町村等との防災情報共有について）

■ホットライン導入の経緯

市町村長

■避難勧告等発令判断のための助言

※災対法第61条の2

■避難勧告、指示の発令状況

■住民避難に関する情報

■被害状況

■ホットラインにより伝達する項目（例）

引用：中小河川におけるホットライン活用ガイドライン(H29.2)より

災害対策基本法
（指定行政機関の長等による助言）
第六十一条の二 市町村長は、第六十条第一項の規定により
避難のための立退きを勧告し、若しくは指示し、又は同条第三
項の規定により屋内での待避等の安全確保措置を指示しようと
する場合において、必要があると認めるときは、指定行政機関
の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事に対し、
当該勧告又は指示に関する事項について、助言を求めることが
できる。
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■尻別川（直轄管理区間）における蘭越町とのホットライン

■ホットラインの実施事例（平成２８年８月 網走開建の例）
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本協議会の国、北海道、各自治体における備蓄状況を共有します。

■水防資材の備蓄状況

令和元年7月現在

機関名 地区名 保管場所 根固めブロック 麻袋 縄 シート ロープ 鉄線 丸太 木杭 スコップ ツルハシ 掛矢 クリッパー 投光器 合成繊維製 備考

（個） （袋） （丸） （枚） （200m/巻） （kg) （本） （本） （丁） （丁） （丁） （丁） （器） シート（ロール）

蘭越 水防拠点 2～3t級混 100m/巻

小樽 名駒 大曲、名駒 602個 （200m/巻） 麻袋用ピン

開発建設部 大曲 水防資材庫 3t級　262個 11,000 1,157 14   (3) 105 90 66 4 8 2 2 1 1.0m～1.7m 478 ＰＰ袋 11,000

100m/巻 φ25mm L1.2m/本 15

小樽   

建設管理部 蘭越 蘭越出張所 15 4 6 2 11 φ16mm L1.3m/本 50 ＰＰ袋 1,500

100m/巻 φ16mm L1.3m/本 184

   

蘭 越 町 蘭越 蘭越倉庫 1,400 27 3 18 4 8 3 φ34mm L1.4m/本 61 ＰＰ袋 1,400

 名駒  

〃 三和 名駒倉庫 500 25 5   〃     500

 御成  

〃 港 港倉庫 500 20 5   〃     500

  

〃 昆布 昆布倉庫 500 22 3   〃     500

 目名  

〃 田下 目名倉庫 400 15 5   〃     400 

水防資材調書

水防資材

 鋼杭（本）

令和元年7月現在

機関名 地区名 保管場所 根固めブロック 麻袋 縄 シート ロープ 鉄線 丸太 木杭 スコップ ツルハシ 掛矢 クリッパー 投光器 合成繊維製 備考

（個） （袋） （丸） （枚） （200m/巻） （kg) （本） （本） （丁） （丁） （丁） （丁） （器） シート（ロール）

ニ セ コ 町 庁舎倉庫 5

防災倉庫

及び

真 狩 村 役場車庫 200 15 2 4

100m/巻

留 寿 都 村 留寿都 災害備品格納庫 10 20 38 25 7

喜 茂 別 町 緑町 防災備蓄庫 1,200 25 12 20 10 24

京 極 町 消防 10 40 5 2 120

〃 備蓄倉庫 10

倶 知 安 町 町内 旧東陵中学校 100 80 10 3 ＰＰ袋 300

水防資材調書

水防資材

 鋼杭（本）
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■建設機械の配備状況

本協議会の国、北海道、各自治体における配備状況を共有します。

令和元年7月1日現在

パトロールカー 連絡車 ショベルドーザ

小樽開発建設部
倶知安開発事務所 ０１３６ 無線車～ 無線車～
蘭 越 分 庁 舎 ５７－５３３１ 1 2

０１３６
蘭 越 町 ５７－５１１１ 1 15t 1 1 2 1 3 3.7m 1

PPT土のう　２００
０１３６ 0.7㎥ 1 シート１０

石 田 産 業 ㈱ ５７－５１２６ 3 1 1 0.2㎥ 1 1.2㎥ 1 4t 1 1
1t 1

０１３６ 2.3㎥ 1 2t 1 大型麻袋１０、麻袋2００

佐 藤 建 設 ㈱ ５７－５１１９ 10 3 6 0.45㎥ 1 0.5㎥ 1 7t 1 4t 1 杭１００、シート１０
3.0㎥ 1 オイルフエンス20m×2

０１３６ 0.45㎥ 2 2.0㎥ 1
㈱ 菅 原 組 ５８－２２０７ 7 4 0.2㎥ 2 1.3㎥ 2 4t 1 4t 1

０１３６ 2t 2 麻袋30
㈱ 増 田 建 設 ５７－５６５８ 7 2 0.2㎥ 1 1.0㎥ 1 4t 1 4t 2 シート30

0.40㎥ 1 オイルフエンス20m×2
０１３６ 無線車～ 1.2㎥ 2 2t 1 大型麻袋１０、

㈱ 福 島 建 設 ５７－６４５５ 7 3 4 0.45㎥ 1 4t 1 杭５、シート50

０１３６ 0.45㎥ 2 1.3㎥ 1 麻袋　200
（ 株 ） 日 野 ５７－５０６５ 7 2 2t 1 0.2㎥ 2 0.9㎥ 1 1t 1 4t 2 シート　20

建 設 機 械 調 書

機 関 名 連 絡 先 作業員数
建 設 機 械 等 の 機 種

備 考
ブルドーザー 油圧ショベル トラクターショベル トラック ダンプトラック トレーラー モーターグレーダー

令和元年7月1日現在

パトロールカー 連絡車 ショベルドーザ

0136
ニ セ コ 町 44-2121 なし

0136
真 狩 村 45-2121 2 1 1 1 3

オイルフエンス5m×2
0136 オイル吸着材BL-50　1箱　４０ｍ

留 寿 都 村 46-3131 2 1 1 1 1 2
建設課土木係

0136
喜 茂 別 町 33-2211 4 1 2 2

総務課
0136

京 極 町 42-2111 5 1 1 2 2 1

0136
倶 知 安 町 56－8000 1 1 1 1 1

軽トラ

建 設 機 械 調 書

機 関 名 連 絡 先 作業員数
建 設 機 械 等 の 機 種

備 考
ブルドーザー 油圧ショベル トラクターショベル トラック ダンプトラック トレーラー モーターグレーダー
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■災害対策用機械の配備状況

詳しい配備状況は北海道開発局のホームーページをご覧ください。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/kikai/ud49g7000000elrg.html
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現
地
で
の
運
転
に
か
か
る
労
務
費
や
燃
料
費
は
、

出
動
要
請
者
の
負
担
に
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り
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す
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要請があれば、流域外でも、出動可能です。
待機台数以上の要請があった場合、管外から
出動する場合もあります。

ただし、機器の待機状況により出動できない場合があります。

地方公共団体等

各開発建設部
又は各事務所

災害発生！

●地方自治体等への貸与連絡伝達

防 災 課
機 械 課

北海道開発局

担当事業課
調 整

②
出動
調整

①
出 動
要 請

③
出 動
決定の
連 絡

④
機械の
受渡し

・最寄りの開発建設部又は道路・河川事務所へ、「被災状況」「出動場所」「要請希望機
械」等をお伝え下さい。
・機械のみの貸出を希望か、オペレーターを含めての貸出を希望かも同時にお伝え下
さい。
・災害対策用機械は無償貸与ですが、作業に必要な人員・燃料等は要請者の負担と
なります。
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